２　認可手続フローチャート
	

	　

	前々年度
	前年度（廃止等の場合は当該年度）
	

	
	
	
7/31
	9月
	
1/31
	3月
	
5/31
	7月
	
7/31
	
	9月
	60日前
	3月
	
3/31
	4/1

	小学校・中学校・高校・
特別支援学校設置
	事前相談等
	計画書提出
※関係機関調整
	審議会協議
	

＜校舎建設等＞

（開設まで）
	申請書提出
	実地検査
	審議会
諮問・答申
	
	開設等

	幼稚園設置・幼・小・中・高・特の定員変更・高校の課程・学科新設
	
事前相談等
	計画書提出
※関係機関調整
	審議会協議
	




＜園舎建設等＞

（開設まで）
	申請書提出
	実地検査
	審議会
諮問・答申
	
	開設等

	専修学校、
各種学校設置
	
事前相談等
	計画書提出
	審議会協議
	申請書提出
	実地検査
	審議会
諮問・答申
	
	開設

	上記以外の
認可事項
	
	事前相談等
	
申請書提出
	
	審議会
諮問・答申
	
	開設等

	設置者変更、
廃止関係
	
事前相談等
	申請書提出
	審議会諮問･答申
	廃止等
	


　網掛け部分は免除できる場合があります。
※関係機関調整＝関係市町村長岩私幼連会長等意見聴取、調整
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